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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年６月25日に提出いたしました第50期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】　

第４ 【提出会社の状況】

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　　　　　③  社外取締役及び社外監査役

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

（訂正前）

③  社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は３名であります。

社外監査役（常勤）久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者としての見地から、取締役会及び監査

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

なお、当社と同氏の間には特別な関係はありません。

社外監査役森川潤一氏は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はあ

りません。

　＜後略＞

　

（訂正後）

③  社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は３名であります。

社外監査役（常勤）久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者としての見地から、取締役会及び監査

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

なお、当社と同氏の間には特別な関係はありません。

社外監査役森川潤一氏は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はあ

りません。同氏は北海道中央バス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係

はありません。

　＜後略＞
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